
 

 

自家用・事業用の別が【事業用】が対象です 

使用の本拠の位置が【石狩市】の車両が対象です 

有効期間の満了する日が【令和８年 1月１日以降も有効】である車両が対象です。た

だし、今後も利用する予定の車両が対象です。 

自動車検査証記録事項の確認ポイント 


